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Ⅰ．緒言
　2006年に高齢者虐待防止法が施行され10年以上が経
過しているにもかかわらず、在宅における虐待の相
談・通報件数が増えている。厚生労働省（2018）によ
ると、全国の市町村に養護者による高齢者虐待に関す
る相談・通報があり虐待と判断された件数は、平成18

（2006）年度12,569件であったのに対し、平成28（2015）
年度には16,384件へと増加したという。その虐待の内

容は、身体的虐待が67.9％で最も多く、次いで心理的
虐待41.3％、介護等放棄19.6％、経済的虐待18.1％、
性的虐待 0.6％であった（複数回答）。加藤ら（2004）
による高齢者虐待の発生割合に関する調査では、疑わ
しい事例も含めると各自治体で平均して20％の割合で
高齢者虐待が発生していることが報告されており、高
齢者虐待はまれに見られる現象ではなく、各自治体が
対策を講ずべき普遍的な課題であると考える。
　虐待の発生に関する研究では、要介護高齢者に対す
る拒否感情と経済的逼迫感が心理的虐待に強く関連し
ていること（桐野他, 2005）、社会的な支援が未熟で
あるために虐待や介護放任に発展すること（上田他, 
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要　旨
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ることである。A地域にある地域包括支援センター1ヶ所に所属する主任ケアマネジャー2名、看護
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った事例について、半構造的面接を行い質的帰納的に分析した。
　語られた事例の介護者は、5名中4名が精神疾患を抱える息子であり、療養者は5名とも認知症や
うつ病、発達障害であった。介護者による療養者への虐待が疑われた事例への専門職のかかわりとし
て【介護者が支援を受け入れ、力を発揮できるための働きかけ】【療養環境を整える取り組み】【療養
者の生命を守る取り組み】【適切なサービスが提供されるような多職種連携】の4カテゴリーが導出
された。多様な基盤を持つ専門職が療養者や介護者を多面的に捉え、様々な視点から支援する可能性
を探り、合意を図りながら切れ目のないチームアプローチを実践することは、虐待予防に寄与する可
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1998）、男性は社会資源の活用困難感を、女性は要介
護高齢者との関わりの困難感を抱きやすく、これらの
困難感が介護放任に影響すること（桐野他, 2012）、家
族介護者の34.0％が身体的および心理的虐待をしそう
になる切迫感を日常的に自覚しており、特に介護費用
は有意に切迫感を与えること（新鞍他, 2009）、など
が明らかになっている。前述した調査（厚生労働省,  
2018）における虐待の発生要因は、「虐待者の介護疲れ・
介護ストレス」が27.4％と最も多く、「虐待者の障害・
疾病」21.3％、「経済的困窮（経済的問題）」14.8％で
あった。また、在宅サービス事業者が把握しやすい虐
待の種類は主に身体的虐待であること、地域の民生委
員は心理的虐待を把握しやすいことなども明らかにさ
れている。
　特に2006年に創設された地域包括支援センターは、
市町村や民間団体等と連携し養護者による高齢者虐待
の防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対す
る支援を適切に実施し迅速に対応するよう求められて
いる。矢吹（2017）は、虐待の対応や早期発見ではな
く、発生前の働きかけである「未然防止」が重要であ
るとし、「虐待/非虐待」の枠を超えて家族支援を考
えることこそが、未然防止の視点で求められるとして
いる。倉石（2007）も、虐待は特殊な家族や人の話で
はなく、虐待は誰にでも、常に、そしてすでに虐待の
当事者であると述べている。すなわち、地域で活躍す
る保健医療福祉専門職は、虐待を未然に防ぐことがで
きるよう、日常のサービス提供場面において虐待発生
要因の「予兆察知」をすることが重要である。そのた
めに、地域の保健医療福祉専門職が、虐待を疑った事
例に関して虐待の未然防止を含めてどのような活動を
展開しているのかを把握したいと考えた。そこで本研
究では、家族介護者による在宅療養高齢者への虐待が
疑われた事例について、地域で活動する保健医療福祉
専門職がどのようにかかわっているかを明らかにする
ことを目的とした。

Ⅱ．方法
１．調査対象者
　調査対象者は、家族介護者（療養者を主に介護して
いる同居家族、以下介護者とする）が、在宅療養高齢
者（在宅で暮らしており、ADLに部分介助もしくは
全介助の必要な65歳以上の高齢者、以下療養者とする）
に対し、虐待の疑われた事例を担当したことのある地
域で活動する保健医療福祉専門職（以下専門職とする）

である。本研究では虐待の定義を、叩く、蹴るなどの
身体的虐待、怒鳴る、罵るなどの心理的虐待、利用者
からの呼び掛けや、必要な世話を故意に無視するなど
の介護放棄、年金搾取などの経済的虐待のこととした。

２．データ収集方法
　縁故法で地域包括支援センター（以下地域包括）と
訪問看護ステーションを複数選択し、管理者に電話お
よび文書にて研究目的、方法を説明し、条件に該当す
る研究対象候補者の有無を伺った。候補者がいれば管
理者の同意を得て研究依頼説明書を郵送し、管理者か
ら条件を満たした研究対象候補者へ研究依頼書等の文
書を手渡してもらった。自由意思により同意を得られ
るように、同意の可否は管理者を介さず直接研究者へ
返送してもらった。
　同意の得られた研究対象者へ、再度研究内容を文書
にて説明し同意を書面で得てから、インタビューガイ
ドを用いて半構造的インタビューを行った。インタビ
ューは、業務に影響の少ない時間帯および研究対象者
の希望する日時、他の従業員に聞かれないプライバ
シーの保てる場所にて1名につき1回45分～60分行
った。会話内容は許可を得てICレコーダーで記録し、
逐語録に起こしデータとした。

３．調査内容
　インタビューの前に、療養者の属性（年代・性別・
要介護度・認知症の有無・利用しているサービス）お
よび介護者の属性（年代・同居人数・介護に協力して
くれる家族の有無・介護について気軽に相談できる相
手の有無）、調査対象者の属性（年代・性別・各職種
の経験年数）を調査票で尋ねた。インタビューは、虐
待と疑われた事例にかかわり、療養者や介護者が良い
方向に向かった事例について、1）どのような事例だ
ったか、2）虐待の背景と虐待と判断した理由、3）
療養者、家族介護者にどのようなかかわりを行ったか、
4）かかわりによってなにか変化があったか、につい
て自由に語ってもらった。

４．分析方法
　語られた内容については以下の手順で質的帰納的に
分析した。1）逐語録を繰り返し読み、「虐待が疑わ
れた療養者と介護者に対して専門職が行った支援やか
かわり」が表現されている部分を事例ごとに抜き出し
た。2）事例ごとに語られた言葉の意味する内容を考



順天堂大学医療看護学部　医療看護研究　第15巻１号（2018） 23

慮しながら、事実と解釈した一文で表現しコードとし
た。3）2）のコードを全事例合わせ、逐語と照合し
ながら意味内容の同じものをまとめ名前をつけサブカ
テゴリーとした。4）サブカテゴリーを意味内容の同
じものをまとめ抽象度を上げカテゴリーを導出した。

５．倫理的配慮
　研究対象となる専門職への依頼は、その自由意思を
尊重し断ってもまた中断しても不利益をこうむらない
ように配慮することを約束した。研究協力に際して生
じると想定される個人の負担をできるだけ軽減するよ
う工夫し、対象者の拘束時間は最小に留めた。事例提
供は匿名化を依頼し、協力施設、専門職、介護者、療
養者に関する知り得た個人情報は決して第三者に漏洩
しないよう守秘義務の遵守を約束した。本研究の公表
に関しては、順天堂大学医療看護学部研究等倫理委員
会の承認を得た（順倫公表 28−1）。

６．調査期間
　調査期間は、平成28年9月であった。

Ⅲ．結果
１．調査対象者の属性
　調査対象者は、A地域にある地域包括支援センター
1ヶ所に所属する主任ケアマネジャー2名、看護師1
名、社会福祉士2名であった。その属性を表１に示し
た。

２．語られた事例の概要
　語られた事例の介護者は、5事例中4事例が同居の
息子で、うつや統合失調症などの精神疾患を抱えてい
た。5事例中4事例が療養者と二人暮らしの息子で、
行われた虐待の種類は身体的虐待が3事例、介護放棄
が3事例、経済的虐待が1事例であった。療養者は全
員女性で要介護1から要介護3であり、5事例中3事
例で認知症を発症していた。主介護者の属性を表２に、
療養者の属性を表３に示した。

３．虐待が疑われた療養者と介護者に対して専門職が
行った支援やかかわり

　分析の結果、介護者による療養者への虐待が疑われ
た事例への専門職のかかわりとして【介護者が支援を
受け入れ、力を発揮できるための働きかけ】【療養環
境を整える取り組み】【療養者の生命を守る取り組み】

【適切なサービスが提供されるような多職種連携】の
4カテゴリーが導出された（表４参照）。以下にそれ
ぞれのカテゴリーを具体例を示しながら説明する。な
お、カテゴリーは【　】、サブカテゴリーは《　》、コ
ードは“　”、逐語は「　」で示した。

表１　調査対象者の属性

調査
対象者 年齢 性別 職種 経験

年数
A 50歳代 女 主任ケアマネジャー 10年
B 40歳代 男 主任ケアマネジャー 3年
C 60歳代 女 看護師 13年
D 30歳代 女 社会福祉士 5年
E 30歳代 女 社会福祉士 3年

表３　語られた事例の療養者の属性

事例 年齢 性別 介護度 主疾患 利用しているサービス
a 80歳代後半 女 要介護3 認知症・脱水・栄養不良・脊柱管狭窄症 訪問看護・デイサービス
b 80歳代後半 女 要介護1 認知症（未診断） デイサービス
c 60歳代後半 女 要介護2 発達障害・下腿潰瘍・緑内障・子宮筋腫 ロングショート
d 80歳代後半 女 要介護3 認知症・変形性腰椎症 なし
e 60歳代後半 女 要介護2 躁うつ病 ショートステイ

表２　語られた事例の介護者の属性

事例 年齢 続柄 精神疾患の有無 同居人数
（療養者含む） 介護の相談相手 虐待の種類

a 50歳代前半 長男 うつ（未診断） 2 いる 放
b 60歳代後半 長男 統合失調症（未診断） 2 いない 放
c 60歳代前半 義理の妹 無 7 いない 身・放・経
d 50歳代後半 長男 コミュニケーション障害 2 いない 身
e 30歳代後半 長男 統合失調症 2 いる 身

注：介＝介護放棄、身＝身体的虐待、経＝経済的虐待
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表４　調査対象者が事例に対して行った支援やかかわり

カテゴリー サブカテゴリー コード
調査

対象者

介護者が支援を受け入
れ、力を発揮できるため
の働きかけ

介護者の脅威や負担にな
らない配慮

地域包括の看護師としての立ち位置は、介護者の体調も考える。訪問看
護のように料金が発生しないので、介護者の経済的な心配などの愚痴を
聞く役割を果たした

C

介護者は支援者を自分を攻める敵と捉えていたが、これからどうしてい
くかを考えるための相談役であるということを投げかけていた

D

地域包括の看護師ということで最初は訪問したが、次回から介護保険の
認定が出たらおむつ給付が受けられるというところから介入していった

C

介護者は自分のことで精一杯だったため、ケアマネジャーは介護者へ無
理をしなくていいこと、通院は支援しますと話し、介護者の了解を得て
通院支援をした

E

介護者の介護力を引き出
す働きかけ

手続きなど全て代行せず介護者に各種申請をするよう促し踏み込みすぎ
ないようやらなすぎないようにしている

A

介護者の精神的安定を図
る働きかけ

介護者は療養者の前では興奮状態にならないことがわかったので、介護
者と話をする際は療養者も交えて話をするように工夫した

B

介護者の精神症状が悪いときはそれ以上介入せずすぐに帰るようにして、
機嫌の良いときにサービスを入れられるように前もって準備を整えた

B

介護者を尊重した形での
現状理解の促し

自覚のない介護者にネグレクトだとは言えないので、時間をかけて現状
を理解してもらえるよう働きかけた

A

サービス終了後も主介護
者の体調や近況のモニタ
リングを継続

療養者が施設入所した後も、介護者の状況確認のために電話連絡をして
いる

A

療養者が亡くなった後も介護者が生活していけるよう生活保護申請のア
ドバイスをしたり、他機関に情報を伝えて独居になってからの対応の手
配をした

B

自宅へは月一回ぐらい療養者の様子を見に訪問し、施設入所後も義理の
妹の体調や近況の話を聞くために訪問を続けていた

C

療養環境を整える取り組
み

別の家族を介したサービ
ス導入

世帯分離すると負担が減るため手続きをすすめ、手続きは専門職が介護
者とは別の娘に委任状を書いてもらい代行した

C

同居家族がいたため訪問系のサービスより療養者に出てきてもらう通所
やショートスティを導入した

D

初回訪問時は家の中に入れてもらえなかったため、相談してきた別居の
家族と共に訪問を繰り返し介護者と話ができるようになった

B

経済的負担を軽くする制
度の活用

緑内障に関して、手術しても視力の回復は見込めないと医師から診断を
受けており、経済面でも余裕がなかったため身体障害者手帳の申請をす
るよう娘に働きかけた

C

施設費用は本人の年金では足りないので生活保護を申請した。障害者手
帳の取得もでき生活保護の申請もできたので、家族の金銭的負担はなく
なった

C

確実に介護サービスが利
用できるよう調整

介護認定が出て、様々なことに詳しいベテランのケアマネジャーを担当
につけた

C

訪問開始時は介護者とすれ違い会えなかったがディサービスをすすめる
と療養者が行きたいといい介護認定後導入された

D

介護者が大事にしている療養者のためになることを提示し、介護保険や
介護サービスにつなげることができた

B

在宅復帰に向けた体制構
築

介護者の介護環境が整えばいつでも入所先から帰れるという状況にして
いる

A

介護者は精神障害者の通所施設にて作業療法を実施しているので、介護
者の気持ちが落ち着いて、療養者の骨折も完治すれば、一時的に在宅に
戻れるような体制を構築中である

E

近隣住民や民生委員の力
の活用

近所の方も状況を知って心配し喧嘩しそうだとか危なそうだと民生委員
に電話を入れる形ができていた。支援者が行かない間の見守りは近隣住
民にお願いした

D
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カテゴリー サブカテゴリー コード
調査

対象者

療養者の生命を守る取り
組み

自宅介護困難の判断と適
切な理由による安全な場
所への移行

初回訪問時に自宅の壊滅的な状態を目の当たりにし、療養者の生命の危
険を感じすぐに救急搬送をした

A

家の環境があまりにも劣悪だったためセンター内でも協議し、自宅への
退院は困難であると判断した。その判断のもと病院とも相談し、施設入
所へと話を運んだ

A

主介護者が体調がよくなく、療養者の術後退院しても介護してくれる人
がいないため、入院を機に施設入所に持っていく方針を立てた

C

耳の怪我の消毒が毎日必要だったが丁度年末年始になるため、半ば分離
に近い形でショートステイを導入した

D

（介護者が患部の腕を締め付けるためあざができた）この状態が続くと
療養者の身に危険が生じると判断し、家事動作もままならないという理
由付けをしてロングショートという形で分離した

E

介護者と療養者の意向を
尊重した形での多職種に
よる状況確認

介護保険認定調査時に浸出液が出ている傷がある、家族に叩かれている
という発言があったという情報を受け、高齢者の健康調査という名目で
行政職員と看護師が訪問した

C

（介護者がショートスティから連れ戻し療養者も介護者が怒るから行か
ないと拒否されてから）介護サービスは中止し、虐待事例ということで、
地域包括と行政の担当者で一週間に一度安否確認の訪問をし見守った

D

療養者が転倒し右上腕部の骨折をしたという一報があり、行政の担当者
と地域包括支援者が同行して確認した

E

確実に医療が受けられる
ようタイミングを見計ら
った手配

下腿潰瘍の治療のために、訪問看護師の導入と定期的な病院受診を進め
た

C

導入した訪問看護師より腹部に腫瘤があるという情報があったため、そ
の受診を進める機会を狙った

C

介入後半年ほどで、義理の妹の糖尿病が悪化し入院している間に、それ
まで無関心であった娘に療養者の受診の付き添いを依頼した

C

子宮筋腫の手術後は通常2週間程度の入院しかできないため、下腿潰瘍の
処置のできる療養型病院へ転院できるよう手配した

C

耳を怪我し中に血が溜まり腫れあがったが受診させずにそのまま放置し
ていたので受診支援をした

D

安全な場所で療養者の意
向を確認

（骨折した際の）通院はケアマネジャーが同行した。通院先の病院で地
域包括と行政の担当者が合流し、療養者から聞き取りを行う対応をした

E

療養者は訪問看護師やケアマネジャーには介護者が怖いと言ったという
情報を得ていたが、地域包括支援者には自分が転んだと言うので、その
ことには触れず、療養者に納得して施設サービスを利用してもらうため
に、今後の生活、方向性について確認をした

E

療養者は早く自宅に帰りたいと言うので、骨折が治るまではショートス
テイ利用をすすめ、月に一回定期的に意思確認の訪問をした

E

適切なサービスが提供さ
れるような多職種連携

多機関・多職種との情報
共有と協議

救急搬送後は病院の退院調整看護師と協働し、地域包括支援センター内
でも協議し自宅退院は困難であると判断した

A

入院中から継続的な状況観察を行い、療養者と介護者と組み合わせを変
えて面談を行い、病院の医師や看護師とカンファレンスを行い、地域包
括支援センター内でも協議した

A

ネグレクトがあると判断したため、関わっている病院のケースワーカー
や外来の看護師、市の高齢障害支援課、地域包括とで協議を重ねた

C

ケアマネジャーと訪問看護師に（身体的虐待を）訴えているので、腕が
完治したとしても自宅で一緒に生活するのは難しいと判断し、月一回担
当者間でケース会議を開き、現状と今後の方向性について話をした

E

療養者と介護者両方を支
援するための役割分担

高齢の療養者の支援は行政（高齢班）と地域包括で、精神疾患の介護者
の支援は行政（障害班）と訪問看護師で役割分担をした

E
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1） 【介護者が支援を受け入れ、力を発揮できるため
の働きかけ】

　このカテゴリーは、《介護者の脅威や負担にならな
い配慮》《介護者の介護力を引き出す働きかけ》《介護
者の精神的安定を図る働きかけ》《介護者を尊重した
形での現状理解の促し》《サービス終了後も主介護者
の体調や近況のモニタリングを継続》の5つのサブカ
テゴリーを含む。
　調査対象者C（看護師）は、介護放棄と身体的経済
的虐待が疑われた介護者である義理の妹に対し、「私
の立ち位置としては、やっぱり義理の妹さんも見てい
かなきゃいけない部分だし、（地域包括は）お金に関
係なく行けるじゃないですか…私あんまり嫌なこと言
わないし」と“介護者の体調も考え、介護者の経済的
な心配などの愚痴を聞く役割を果たし”《介護者の脅
威や負担にならない配慮》をしていた。調査対象者A

（主任ケアマネジャー）は、介護放棄と判断したうつ
症状のある介護者に対し、「一歩間違ったら私たちの
立場としては踏み込みすぎになる」と、“手続きなど
全て代行せず介護者に各種申請をするよう促す”とい
う 《介護者の介護力を引き出す働きかけ》をしていた。
また“自覚のない介護者にネグレクトだとは言えない
ので、時間をかけて現状を理解してもらえるよう”《介
護者を尊重した形での現状理解の促し》をしていた。
　調査対象者B（主任ケアマネジャー）は、介護放棄
が疑われた統合失調症の介護者が「機嫌が悪い時はも
のすごい暴言を吐き、もうこれ以上話をして説得して
も難しいなって判断したときはもう諦めてすぐ帰り」

“機嫌の良いときにサービスを入れられるように前も
って準備を整える”という《介護者の精神的安定を図
る働きかけ》をしていた。
　さらに調査対象者Aは、“療養者が施設入所した後
も介護者の状況確認のために電話連絡をし”、増え続
けている飼い猫の処遇や未実施の世帯分離の相談に乗
り、調査対象者Bは、介護放棄が疑われた統合失調症
の介護者に対し、“療養者が亡くなった後も介護者が
生活していけるよう生活保護申請のアドバイスをし、
他機関に情報を伝えて独居になってからの対応の手
配”をするという《サービス終了後も主介護者の体調
や近況のモニタリングを継続》をしていた。
2）【療養環境を整える取り組み】
　このカテゴリーは、《別の家族を介したサービス導
入》《経済的負担を軽くする制度の活用》《確実に介護
サービスが利用できるよう調整》《在宅復帰に向けた

体制構築》《近隣住民や民生委員の力の活用》の5つ
のサブカテゴリーを含む。
　調査対象者Cは、主介護者ではない娘に「世帯分離
をするとお母さんは（娘とは）別会計だよって世帯分
離を進めたんです。そういう手続きも、用紙を持って
きて、全部お膳立てして書いてくださいって（娘に）
やってもらった」と《別の家族を介したサービス導入》
をしていた。また“施設費用は本人の年金では足りな
いので生活保護を申請し、障害者手帳の取得もでき生
活保護の申請もできたので、家族（娘）の金銭的負担
はなくなった”という《経済的負担を軽くする制度の
活用》をしていた。
　調査対象者E（社会福祉士）は、身体的虐待が疑わ
れる統合失調症のある介護者に対し、「（服薬や作業療
法によって）息子さんのお気持ちとかが落ち着いて、

（療養者の）腕も完治すれば、ロングショートから徐々
に二泊三日という形で自宅に戻って、在宅に戻れるよ
うな体制作りを現在構築中である」。また調査対象者
Aは、「とりあえずじゃあ帰せる状況になるまで、施
設に入りましょうということでショートを使いだした
ので、あなたが改善できればいつでもお母さんを連れ
て帰れますよという状況には今でもしています」とい
う《在宅復帰に向けた体制構築》をしていた。
　調査対象者Bは、介護放棄が疑われた統合失調症の
介護者に対し「お母さんはお風呂が好きだったって聞
いたので、じゃあ広いお風呂でどうですかって」 “介
護者が大事にしている療養者のためになることを提示
し”、「何回か（訪問を）繰り返すとだんだん息子さん
の機嫌がいい時っていうのにあたったので、その時に
合わせて、すぐ近くのデイサービスの方には前もって
話をしておいて、こことここはすぐ急遽呼ぶ可能性が
あるので（待機を）お願いをして、あ、今日はいける
ってなったときにすぐ（ディの職員に迎えに）来てい
ただいて」という《確実に介護サービスが利用できる
よう調整》をしていた。
　調査対象者D（社会福祉士）は、身体的虐待が疑わ
れるコミュニケーション障害のある介護者に対し、「ご
近所のみなさんも…ちょっとなんか喧嘩してそうだと
か危なそうだって思うと、民生委員さんに電話を入れ
るっていう形がもうその地域でできていた」ので「民
生委員さんにそういう連絡があったらすぐ地域包括の
方に連絡をくださいって…私たちが行かない間の見守
りを地域の方にお願いをして」という《近隣住民や民
生委員の力の活用》をしていた。
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3）【療養者の生命を守る取り組み】
　このカテゴリーは、《自宅介護困難の判断と適切な
理由による安全な場所への移行》《介護者と療養者の
意向を尊重した形での多職種による状況確認》《確実
に医療が受けられるようタイミングを見計らった手
配》《安全な場所で療養者の意向を確認》という4つ
のサブカテゴリーを含む。
　調査対象者Aは、退院時に医療機関から心配であ
ると連絡をうけていた事例で家に行くということを拒
まれていたが、ようやく訪問の了解を得ることができ
訪問してみると「朽ち果てたおうちの中に、ごみなの
か荷物なのかわからない中に埋まるように、糞便と失
禁状況と洋服も着衣も乱れた状況で、そういう状況で、
助けてください」と訴える療養者を目の当たりにし「す
ぐ私の方が救急搬送をお願いして…継続的な状況を見
つつ、もう退院して家に帰すのは難しいという判断を
最終的にして」という《自宅介護困難の判断と適切な
理由による安全な場所への移行》をしていた。
　調査対象者Cは“介護保険認定調査時に浸出液が出
ている傷がある、家族に叩かれているという発言があ
ったという情報を受け、高齢者の健康調査という名目
で行政職員と共に”訪問し《介護者と療養者の意向を
尊重した形での多職種による状況確認》をした。この
調査対象者Cは訪問看護の経験があったため、「本人
が掻き壊しでずっと何十年来その状態で来てた足（下
腿潰瘍）のことでやっぱり訪看入れたほうが良いよっ
て」訪問看護師の導入と定期的な病院受診をすすめて
いた。看護師は“導入した訪問看護師より腹部に腫瘤
があるという情報を得てその受診をすすめる機会を狙
っていた”ところ「（介護者である義理の）妹に糖尿
病が発覚し半年ぐらい経って見る間にやせて体調不良
になり入院する機会があり」、その間に「ちょっと見
せてもらっていいという感じで介入していった」。さ
らに調査対象者Cは“それまで無関心だった娘に療養
者の受診の付き添いを依頼”するという《確実に医療
が受けられるようタイミングを見計らった手配》をし
ていた。
　調査対象者E（社会福祉士）は、身体的虐待が疑わ
れる統合失調症のある介護者と同居している療養者
が利用している訪問看護師から「（療養者が骨折した）
患部を息子が締めつけると、で、こういうあざになっ
てしまったと訴えている」「ただ、それは息子さんに
は言わないでほしいと、誰にも言わないでほしいと、
いうお話だったので」という情報を受け、ロングショ

ートという形で分離したのち《安全な場所で療養者の
意向を確認》していた。
4）【適切なサービスが提供されるような多職種連携】
　このカテゴリーは、《多機関・多職種との情報共有
と協議》《療養者と介護者両方を支援するための役割
分担》の2つのサブカテゴリーを含む。
　調査対象者Aは、救急搬送後は「退院の話が来た
のがその地域連携室のソーシャルワーカー」であった
が、“入院中から継続的な状況観察”をしつつ、「まず
信頼関係を築いていくため療養者と私が面談をし、息
子さんと単独で面談をする。次に二人同時に面談をし
ていく。で、病院の（退院調整）看護師とお医者さん
を入れてのカンファレンスをしていく。で、次の段階
で施設の話が出たときにまずショートステイの話をし
ていき、施設として調整ができるかということで（施
設側職員と面談をし）…ロングステイにつながり、最
終的には施設入所（した）。約2か月かかりました」
のように《多機関・多職種との情報共有と協議》を繰
り返し行い、地域包括支援センター内でも協議してい
た。
　また調査対象者Eは、「事実確認が取れないとなか
なか行動に移せないので、ケアマネジャーと訪問看護
師にそういう（介護者が怖いと）訴えをしているので
あれば（腕が完治したとしても）一緒に生活するのっ
ていうのは難しいと、月に一回ケース会議も担当者間
で集まってお話をし、ご本人様たちの現状と今後の方
向性について」協議し《療養者と介護者両方を支援す
るための役割分担》をしていた。

Ⅳ．考察
　本研究の結果、介護者による療養者への虐待が疑わ
れた事例への専門職のかかわりとして、【介護者が支
援を受け入れ、力を発揮できるための働きかけ】【療
養環境を整える取り組み】【療養者の生命を守る取り
組み】【適切なサービスが提供されるような多職種連
携】の4カテゴリーが導出された。これらは、介護者
の疾病や経済状態、家族関係などをも考慮しながら慎
重に介護者へかかわりつつ、療養者の人間としての生
命の安全と尊厳を尊重したかかわりを、多機関・多職
種で協議し役割分担を行うというチームアプローチで
あった。以下、虐待が疑われた事例に対し、地域包括
支援センターの専門職が行った支援やかかわりと虐待
を未然に防ぐための活動の可能性の観点から考察を述
べる。
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１．虐待が疑われた事例に対し、地域包括支援センタ
ーの専門職が行った支援やかかわり

　本研究の調査対象者により語られた事例5名の介護
者のうち4名が統合失調症やうつ病、コミュニケーシ
ョン障害をもっていたこと、療養者5名全員が認知症
やうつ病、発達障害をもっていたことは、介護者およ
び療養者の双方に支援が必要な状態であった。本研究
の調査対象者である地域包括支援センターの主任ケア
マネジャーや看護師、社会福祉士が、入院施設や地域
の民生委員、あるいは介護者本人から支援依頼を受け、
支援を開始した際には身体的虐待、介護放棄、経済的
虐待の疑われる事例であった。そのうち事例aと事例
bの介護放棄に関しては、劣悪な介護環境であったに
もかかわらず、介護者はそれが不適切な環境だという
認識を持っていない無意識のものであった。
　地域包括支援センターの各専門職は、療養者の現状
を目の当たりにし、生命の危険を感じる場面もあり、
療養者と介護者の双方同時に働きかけを行っていた。
介護者へは、【介護者が支援を受け入れ、力を発揮で
きるための働きかけ】を行い、療養者ヘは、【療養者
の生命を守る取り組み】を行い、さらに双方へ【療養
環境を整える取り組み】【適切なサービスが提供され
るような多職種連携】を行っていた。これらの取り組
みは、専門職が虐待ではないかと気づき、療養者の生
命の安全と尊厳を守りつつ、介護者のもつ疾患にも目
を向けなんとか快方に向かってほしいという、保健医
療福祉専門職の能動的に関わる姿勢があってこその取
り組みであったと考える。
　能動的に関わる支援としては、介護者の身体的・心
理的な問題の相談に乗る、サービスの導入に力を貸す
などが挙げられ、サービスの導入に関しては、そのサ
ービスの種類、使い方、効果だけでなく、介護者への
影響も十分に考慮したうえで導入を図っていた。本研
究では5事例すべて一時保護的にあるいは継続的に介
護者と引き離すという方法がとられていた。大和田

（2006）は、介護支援専門員、サービス提供者、相談
援助業務職など高齢者虐待に直面する専門職の人たち
は、緊急一時保護制度の創設が、虐待を受けている高
齢者の支援のためにもっとも必要なことだと考えてい
るという結果を導いており、分離を例とした一時的な
保護の重要性を述べている。本研究においても短期入
所施設や通所サービスの利用など、一時的な保護や分
離は、療養者の生命の安全確保と介護者のレスパイト
という意味で重要な役割を果たしていた。調査対象者

は、まず療養者が一時的な保護や分離によって、恐怖
心から解放される、生命の安全が確保される、適切な
介護を受けることができるという良い結果を見越して
介入し、その意味を介護者にも理解してもらうように
かかわっていた。そのことは、精神的疾患を持つ介護
者にとって、介護をする役割から自分自身のケアに専
念できる時間をつくることになり、分離後も専門職が
引き続き介護者を支援したことで、介護者自身が介護
環境の不適切さや療養者との関係性について内省する
余裕ができ、療養者を受け入れようという気持ちが生
まれていったと考えられる。
　
２．虐待を未然に防ぐための活動の可能性
　桂ら（2009）は、地域包括支援センターが高齢者虐
待対策を推進して行く上で、それぞれの専門職者が今
まで培ってきた経験や技術を活かしチームアプローチ
を取ることによって、虐待に関わる各取り組みが途切
れることなく強化され、支援体制がより充実すると述
べている。本研究においても、4つのカテゴリーそれ
ぞれに、《サービス終了後も主介護者の体調や近況の
モニタリングを継続》《近隣住民や民生委員の力の活
用》《安全な場所で療養者の意向を確認》《多機関・多
職種との情報共有と協議》《療養者と介護者両方を支
援するための役割分担》というチームアプローチの技
が存在した。
　カテゴリーのうち【介護者が支援を受け入れ、力を
発揮できるための働きかけ】【療養環境を整える取り
組み】は、療養者の生活をよりよいものとするという
目的のもと、具体的には、介護者の愚痴のはけ口とな
ったり、介護者が抱えている疾患についてのアドバイ
スをしたり、様々な経済的支援や救済措置を受けるた
めの案内をしたりと、信頼関係を構築するのと同時に
療養者がよりよく生活するための適切な介護を介護者
に行ってもらえるよう促すという介入であった。これ
により今までの虐待者・被虐待者という関係を修正し、
双方の生活の質を向上させることに寄与していたと考
える。本研究の5名の介護者は、その背景から早期か
ら介護力の補填をする必要があった。ここで専門職が
行った支援は、矢吹（2017）が示す「高齢者虐待防止
と対応と体制づくりのフロー」の二次予防（悪化防止）
にあたると考えられる。
　さらに矢吹（2017）が示す「高齢者虐待防止と対応
と体制づくりのフロー」の一次予防（未然防止あるい
は予兆察知）を行うためには、専門職からの家族支
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援、地域見守り体制の構築をし、早期から介護力の補
填をする必要があるかどうか見極めることが必要不可
欠であると考える。虐待を防止するには、虐待をして
しまいそうだという感情を介護者自身が認識し、矢吹
ら（2016）のいう蓋然性の自覚（そうした行為をして
しまいそうと介護者自身が自覚すること）をし、わき
起こる感情のままに行動することをやめるというプロ
セスが必要である。そのためには【介護者が支援を受
け入れ、力を発揮できるための働きかけ】と【療養環
境を整える取り組み】を同時に行い、介護者を一次予
防（未然防止あるいは予兆察知）の可能な状態にする
ことが重要であると考える。
　今回得られた5事例では全事例において、多職種で
協議を行い、療養者の生命の安全を確保しつつ療養者
と介護者の希望を取り入れたチームアプローチが実践
されていた。今後も、多様な基盤を持つ専門職が療養
者や介護者を多面的に捉え、様々な視点から支援する
可能性を探り、合意を図りながら切れ目のないチーム
アプローチを実践することは、虐待を未然に防ぐため
の活動の第一歩であると考える。

３．本研究の限界
　本研究の限界は、協力が得られた調査対象者が、ひ
とつの地域包括支援センターの職員である主任ケアマ
ネジャー、看護師、社会福祉士の5名に限られたこと
である。また語られた事例の療養者は、5事例中4事
例が精神疾患を抱える息子と2人暮らしであった。こ
のように研究対象者数が少ないこと、語られた事例に
偏りがあることから、虐待が疑われた事例への支援や
かかわりの一部が明らかになったが、いまだ全容とは
言えない。

Ⅴ．結論
　本研究の結果、介護者による療養者への虐待が疑わ
れた事例への専門職のかかわりとして【介護者が支援
を受け入れ、力を発揮できるための働きかけ】【療養
環境を整える取り組み】【療養者の生命を守る取り組
み】【適切なサービスが提供されるような多職種連携】
の4カテゴリーが導出された。多様な基盤を持つ専門
職が療養者や介護者を多面的に捉え、様々な視点から
支援する可能性を探り、合意を図りながら切れ目のな
いチームアプローチを実践することは、虐待予防に寄
与する可能性がある。
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Abstract

Involvement of Specialists in Cases of Suspected Abuse of Elderly People 
Receiving Home Care from Family Caregivers

　The purpose of this study was to clarify the role of community healthcare and welfare professionals in cases 
of suspected abuse of elderly people receiving home care by family caregivers. A semi-structured interview 
was conducted with two care managers, one nurse, and two social workers employed at a single location of the 
regional comprehensive support center for community A. The interview questions were based on past cases of 
suspected abuse where the relationship between the family caregiver and the care recipient approached ami-
cable terms, and where center professionals had been involved. Qualitative analysis was performed using an 
inductive approach.
　Of the participants interviewed, four of the five caregivers were sons of elderly people suffering from mental 
illness; dementia, depression, and developmental disorders were observed in each of the five care recipients. 
Four categories were extracted from suspected cases of abuse of care recipients by caregivers in which com-
munity care professionals were involved: “encouraging acceptance of support to demonstrate strength,” “ef-
forts to improve the care environment,” “efforts to protect the life of the care recipient,” and “multidisciplinary 
collaboration to provide the optimal care.” A seamless team-based approach whereby specialists from diverse 
spheres aim to work together, taking a multilateral view of care recipients and caregivers while also searching 
for possibilities for support from various viewpoints, could contribute to preventing abuse.

　　Key words：  home care, elderly, family caregivers, abuse, professional support 
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